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ス
ポ
ー
ツ
活
動
・
文
化
活
動
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
４
人
以
上
の
団
体

◆
内
　
容

傷
害
保
険
・
賠
償
責
任
保
険
・
突
然
死
葬

祭
費
用
保
険
の
セ
ッ
ト

◆
補
償
範
囲

団
体
で
の
活
動
中
お
よ
び
団
体
活
動
へ

の
往
復
中
の
事
故

◆
掛
け
金

◦
中
学
生
以
下
　
８
０
０
円
～（
年
額
）

◦
高
校
生
以
上
　
活
動
内
容
に
よ
っ
て
異

な
る

問
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
熊
本
支
部

　
☎
０
９
６･

２
１
３･

９
０
１
５

国
の
教
育
ロ
ー
ン

　
日
本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生
活
事
業
で

は
、高
校
、短
大
、大
学
、専
修
学
校
、各
種

学
校
や
外
国
の
高
校
、大
学
な
ど
に
入
学
・

在
学
す
る
お
子
さ
ま
を
お
持
ち
の
ご
家
庭

を
対
象
に
教
育
貸
付
を
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
者

融
資
の
対
象
と
な
る
学
校
に
入
学
・
在
学

さ
れ
る
人
の
保
護
者
で
、子
ど
も
の
人
数

に
応
じ
、世
帯
年
収（
所
得
）が
基
準
額

以
内
の
人

※
子
ど
も
が
１
人
の
場
合
は
７
９
０
万
円
以

　
内（
所
得
５
９
０
万
円
以
内
）

◆
融
資
額

　
学
生
・
生
徒
１
人
に
つ
き
３
５
０
万
円
以
内

◆
利
率
　
年
１
・
８
１
％

　
※
変
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
返
済
期
間

15
年
以
内（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
・
交

通
遺
児
家
庭
の
人
な
ど
は
18
年
以
内
）

◆
用
途

　
入
学
金
、授
業
料
、教
科
書
代
な
ど

◆
返
済
方
法
　
毎
月
元
利
均
等
返
済

　（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も
可
能
）

問
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０
・
０
０
８
６
５
６

　
　
03
・
５
３
２
１
・
８
６
５
６

高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
の
お
知
ら
せ

　
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
と
は
、県
の

高
年
齢
者
の
た
め
の
職
業
相
談
・
相
談
機

関
で
す
。概
ね
55
歳
以
上
の
方
に
ご
利
用
い

た
だ
い
て
お
り
、専
門
の
相
談
員
が
応
対
い

た
し
ま
す
。ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
求
人
票
も

取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
。

◆
相
談
日
　

　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
　
10
時
～
16
時

問（
財
）熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

　
熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

八
代
相
談
所（
八
代
市
西
片
町
１
６
６
０

八
代
地
域
振
興
局
福
祉
課
内
）

　
☎
32･

４
１
４
４

雇
用
保
険
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て

　
少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る
中
で
高
齢
者

の
就
業
促
進
お
よ
び
雇
用
の
継
続
を
図
る

た
め
、65
歳
以
上
の
方
の
雇
用
保
険
適
用

拡
大
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
１
週
間
の
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で

あ
る
こ
と
や
31
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
が

あ
る
こ
と
な
ど
の
適
用
要
件
や
、次
の
①
・

②
に
該
当
す
る
場
合
、雇
用
保
険
の
対
象

と
な
り
、事
業
主
は
被
保
険
者
資
格
の
取

得
届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

①
平
成
29
年
１
月
１
日
以
降
、新
た
に
65

歳
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
し
た
場
合

②
平
成
28
年
12
月
末
ま
で
に
65
歳
以
上
の

労
働
者
を
雇
用
し
、平
成
29
年
１
月
１
日

以
降
も
継
続
し
て
雇
用
し
て
い
る
場
合

※
②
の
場
合
は
原
則
３
月
31
日
ま
で
に
取

得
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代

　
☎
31･

８
６
０
９

大
学
通
信
教
育
合
同
入
学
説
明
会

　
私
立
大
学
通
信
教
育
協
会
で
は
大
学
通

信
教
育
の
一
層
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
目

的
し
て
、大
学
通
信
教
育
を
行
っ
て
い
る
大

学
、大
学
院
、短
期
大
学
に
よ
る
合
同
入
学

説
明
会
を
、入
学
を
希
望
す
る
方
を
対
象

に
実
施
し
ま
す
。参
加
申
込
や
入
場
料
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◆
対
　
象
　
一
般
及
び
高
校
生

◆
内
　
容
　

相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、大
学
の
教
職

員
か
ら
講
義
内
容
・
学
習
方
法
・
受
講
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
直
接
説
明
し
ま
す
。

◆
開
催
日
　

　
２
月
18
日
㈯
　
11
時
～
16
時

◆
場
　
所
　
エ
ル
ガ
ー
ラ
ホ
ー
ル

　（
福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
１-

４-

２
）

※
参
加
校
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
公
益
財
団
法
人
私
立
大
学
通
信
教
育
協
会

☎
03･

３
８
１
８･

３
８
７
０

「
野
鳥
観
察
会
」参
加
者
募
集

　「
八
代
海
北
部
沿
岸
都
市
」地
域
連
携
創

造
会
議
事
業
の
一
環
と
し
て
野
鳥
観
察
会

を
実
施
し
ま
す
。

◆
日
　
時

２
月
12
日
㈰
　
12
時
開
会

（
２
時
間
程
度
）※
悪
天
中
止

◆
集
　
合

　
氷
川
町
役
場
駐
車
場
　
11
時
集
合

募

　
　
　集
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熊
本
県
の
特
定
最
低
賃
金
が
改
正

　
熊
本
県
の
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
が

次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
、県
内
す
べ
て
の
事

業
所
、労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
産
業
別
最
低
賃
金
の
時
間
額
】

◦
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、電

気
機
械
器
具
、情
報
通
信
機
械
器
具
製

造
業
　
７
５
９
円

◦
自
動
車
・
自
動
車
付
属
品
製
造
業
、船
舶

製
造
・
修
理
業
、舶
用
機
関
製
造
業

　
８
０
８
円

・
百
貨
店
、総
合
ス
ー
パ
ー
　
７
１
５
円

※
熊
本
県
の
地
域
別
最
低
賃
金
は
７
１
５

円
で
す
。ま
た
、産
業
別
最
低
賃
金
に
は

適
用
範
囲
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
☎
０
９
６
・
３
５
５
・
３
２
０
２

鳥
類
を
飼
養
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
へ

　
平
成
28
年
11
月
28
日
以
降
、青
森
県
・
新

潟
県
の
家
き
ん
飼
養
農
場
で
４
件
の
高
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
疑
似
患
畜
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、11
月
以
降
、野

鳥
で
は
全
国
的
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ

ル
ス
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
が
飼
わ
れ
て
い
る
鳥
類
を
高
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
守
る
た
め
、

放
し
飼
い
は
絶
対
に
避
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、鳥
小
屋
に
野
鳥
が
入
ら
な
い
よ

う
金
網
や
防
鳥
ネ
ッ
ト
を
張
る
、餌
や
水
は

小
屋
の
中
に
置
い
て
餌
が
小
屋
の
周
辺
に

散
乱
し
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
対
策
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。原
因
が
分
か
ら
な
い

ま
ま
連
続
し
て
死
亡
す
る
な
ど
の
異
状
が

あ
る
場
合
は
早
急
に
各
窓
口
ま
で
御
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
連
絡
先

○
家
き
ん（
鶏
、あ
ひ
る
、う
ず
ら
、き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、七
面
鳥
）

問
熊
本
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

　
☎
０
９
６
４･

28･

６
０
２
１

○
愛
玩
鳥（
家
き
ん
以
外
）

問
八
代
保
健
所

　
☎
32･

６
１
２
１

○
野
鳥

問
八
代
地
域
振
興
局
　
林
務
課

　
☎
33･

３
５
９
２

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
加
入
受
付
開
始

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
で
は
平
成
29
年
度

の
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の
加
入
受
付
を
３

月
か
ら
開
始
い
た
し
ま
す
。

　
万
が
一
の
け
が
や
賠
償
責
任
に
備
え
て

加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
対
　
象

　市民後見人とは、市町村などが実施する養成研修を受講するなどして必要な知識を得た一般民の中
から、家庭裁判所が成年後見人として選任した方のことを言います。後見人となる親族がいないような
場合でも、身近な存在として本人の意思をより丁寧に把握し後見事務を進められる強みがあります。
　【表１】のように家庭裁判所が市民後見人を選任した件数は年々増加傾向にあり、市民後見人に期
待される役割はますます大きくなると言えます。

　家庭裁判所では、後見人制度の充実のた
め、研修会への講師派遣や、意見交換会など
を実施しております。
詳しくはお問い合わせください。

　成年後見人制度は、認知症、知的障がい、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない本
人について、その権利を守る援助者を選び、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見人制度とは

市民後見人について

家庭裁判所の取り組み

地域で支える成年後見人制度

【お問い合わせ先】　熊本家庭裁判所　総務課　☎096-206-5147

【表 1】市民後見人が選任された事件数
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